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４
月
10
日
は
、
滋
賀
県
議
会
議
員

一
般
選
挙
の
投
票
日
で
す
。
棄
権
す

る
こ
と
な
く
投
票
し
ま
し
ょ
う
。

投
票
日
に
仕
事
や
旅
行
、
冠
婚
葬

祭
な
ど
何
ら
か
の
用
務
で
投
票
所
へ

行
け
な
い
人
は
、
期
日
前
投
票
を
し

ま
し
ょ
う
。
詳
し
く
は
選
挙
管
理
委

員
会
事
務
局
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

投
票
で
き
る
人

次
の
要
件
に
該
当
し
、
米
原
市
の
選
挙
人

名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
人

◆
住
所
要
件
◆
　

平
成
22
年
12
月
31
日
以
前
に
転
入
届
が
な

さ
れ
、
引
き
続
き
３
か
月
以
上
米
原
市
に

住
ん
で
い
る
人

◆
年
齢
要
件
◆

平
成
３
年
４
月
11
日
以
前
に
生
ま
れ
た
人

投
票
場
所

左
記
の
ペ
ー
ジ
「
投
票
日
（
４
月
10
日
）

の
投
票
所
一
覧
」
の
と
お
り
で
す
。

投
票
時
間

７
時
か
ら
20
時
ま
で
で
す
。

た
だ
し
、
第
１
か
ら
第
４
投
票
所
は
、
19

時
ま
で
で
す
。

期
日
前
投
票

◆
期

間
◆
　

４
月
２
日(

土)

か
ら
４
月
９
日(

土)

ま
で

◆
場

所
◆
　

米
原
市
役
所
の
各
庁
舎
（
米
原
庁
舎
・
山

東
庁
舎
・
伊
吹
庁
舎
・
近
江
庁
舎
）

◆
投
票
時
間
◆

米
原
庁
舎

８
時
30
分
か
ら
20
時
ま
で

山
東
庁
舎
・
伊
吹
庁
舎
・
近
江
庁
舎

８
時
30
分
か
ら
18
時
ま
で

(

注
）
20
歳
の
誕
生
日
ま
で
に
投
票
さ
れ
る

場
合
は
、
不
在
者
投
票
と
な
り
ま
す
。

投
票
当
日
、
期
日
前
投
票
に
お
越
し
の
際

は
、
入
場
券
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

入
場
券
を
忘
れ
た
と
き
は
、
投
票
所
の

受
付
係
に
そ
の
旨
を
申
し
出
て
く
だ
さ

い
。
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
方

は
投
票
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

身
体
障
害
者
手
帳
（
ま
た
は
戦
傷
病
者

手
帳
）
を
お
持
ち
の
人
で
障
が
い
の
程
度

の
重
い
人
、
介
護
保
険
に
よ
る
要
介
護
状

態
区
分
が
要
介
護
５
の
人
は
、
自
宅
で
郵

便
等
に
よ
る
不
在
者
投
票
が
で
き
ま
す
。

こ
の
郵
便
等
に
よ
る
不
在
者
投
票
を
行

う
場
合
は
、
あ
ら
か
じ
め
市
選
挙
管
理
委

員
会
か
ら
「
郵
便
等
投
票
証
明
書
」
の
交

付
を
受
け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
が
指
定

し
た
病
院
や
老
人
ホ
ー
ム
等
に
入
院
・
入

所
さ
れ
て
い
る
人
は
、
そ
の
施
設
で
不
在

者
投
票
が
で
き
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。
本

人
の
意
思
に
よ
り
不
在
者
投
票
を
希
望
さ

れ
る
人
は
、
施
設
の
職
員
に
申
し
出
て
く

だ
さ
い
。

郵
便
等
に
よ
る
不
在
者
投
票

病
院
等
に
よ
る
不
在
者
投
票

お
問
い
合
わ
せ
　

選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

【
総
務
部
総
務
課
内
（
米
原
庁
舎
）】

1
５
２
―
１
５
５
２
　
5
５
２
―
４
４
４
７

＜住所を異動した人の投票について＞

※不在者投票をされる場合は、前住所地の選挙管理委員会に事前に請求し、交付された投票用紙などが必要です。

滋賀県議会議員一般選挙の投票
新住所地の投票所での投票となります。
前住所地の投票所での投票となります。
米原市での投票となります。
前住所地の選挙人名簿に登録されていれば、前住所地での
投票となります。米原市で投票される場合は、不在者投票※

となります。なお、投票するには市町窓口で交付する「引
き続き滋賀県内に住所を有する証明書」が必要です。
米原市での投票となります。
投票できません。

届出日
平成23年03月31日以前
平成23年04月01日以後
平成22年12月31日以前

平成23年01月01日以後

平成22年12月31日以前
平成23年01月01日以後

市内の転居

滋賀県内の
別の市町から転入

県外からの転入

選挙のお知らせ

４月10日(日)は 
滋賀県議会議員 
一般選挙 
の投票日です 
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投票日（４月10日）の投票所一覧
投票区
第１
第２
第３
第４
第５
第６
第７
第８
第９
第１０
第１１
第１２
第１３
第１４
第１５
第１６
第１７
第１８
第１９
第２０
第２１
第２２
第２３
第２４

第２５

第２６
第２７
第２８
第２９
第３０
第３１
第３２
第３３
第３４
第３５
第３６
第３７
第３８
第３９
第４０
第４１
第４２
第４３
第４４
第４５
第４６
第４７
第４８
第４９

第５０

投票所名
甲津原交流センター
曲谷集会所
甲賀集会所
吉槻生活改善センター
上板並集会所
大久保老人憩の家
伊吹生活改善センター
上野会館
弥@集会所
米原市役所伊吹庁舎
@番集会所
杉澤集会所
村木老人憩の家
大清水会館
上平寺集会所
藤川集会所
柏原生涯学習センター
はびろ会館
大野木公民館
河内会館
大原小学校体育館
龍が鼻会館
野一色会館
山東幼稚園
山東生涯学習センター
（旧勤労青少年ホーム）
本郷公民館
米原市役所山東庁舎
米原区公民館
梅ヶ原公民館
米原市役所米原庁舎
和ふれあいセンター
筑摩蓮沼会館
磯公民館
樋口公民館
息郷老人憩の家
東番場会館
醒井公民館
醒井小学校体育館
下丹生集会所
世継会館
近江母の郷コミュニティハウス
長沢公民館
近江公民館
岩脇公民館
新庄公民館
西円寺公民館
近江いきいき健康館
多和田会館
さくらが丘公民館

サンライズ近江会館

投票所名
甲津原
曲谷
甲賀
吉槻
上板並、下板並
大久保、小泉
伊吹
上野
弥@

春照
@番
杉澤、伊吹ヶ丘、南川
村木
大清水
寺林、上平寺
藤川
柏原（西）、清滝
長久寺、柏原（東）
須川、大野木
梓、河内
市場、ヴィラ・ルシオール、夫馬、朝日、グリーンヒルズあさひ
烏脇、坂口、村居田、山東桜ヶ丘、平和台、グリーンタウン坂口
井之口、野一色、小田、間田、坂田青成苑、すみれヶ丘
天満、本市場、池下

志賀谷、北方、菅江、山室、大鹿、加勢野

堂谷、本郷
長岡、万願寺、西山
米原
梅ヶ原、入江
米原西、下多良、賀目山
中多良、上多良、多良
朝妻、筑摩
磯
河南、樋口
南三吉、三吉、西坂
東番場、西番場
一色、醒井
枝折
下丹生、上丹生
世継
宇賀野、飯
長沢
舟崎、高溝、顔戸、近江ニュータウン重町
岩脇、リバティー近江
新庄、箕浦
西円寺
能登瀬、日光寺、寺倉
多和田
近江さくらが丘
近江グリーンタウン、高溝東、サンライズ近江、近江母の郷ニ
ュータウン、レイクサイド宇賀野

投票所が変更となります

投票所が変更となります




